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１．長和町の財政状況 
 町の財政は、平成２１年度決算（資料１～４）を見ても分かるように、歳入全体の構成

比を見てみると、地方交付税交付金 46.0％、次に町債が 12.8％、町税が 12.5％、国庫支出

金が 12.2％となっています。町の収入の約半分を占める普通交付税については、１０月２

６日付の信濃毎日新聞に優遇期間後の減額について記事が掲載されていましたが、当町に

ついては、約３億５０００万円が減額になる見通しとなっています。 
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 また、平成２２年１０月基準日の国勢調査が実施されたことにより、平成２３年度の普

通交付税は国調人口の減少により大きく減額される可能性があります。（平成２２年度ベー

スで約１億２０００万円）さらに、財務省では、地方交付税の 1 兆 4850 億円の別枠加算

の廃止を求めていくとの報道もあり、更に厳しい財政運営を強いられることが予想されま

す。（削減された場合の影響額は、約１億６０００万円の見込みです。） 
 国の１１月の月例経済報告では「景気は、このところ足踏み状態となっている。また、

失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある。」と指摘をしているとおり、１０月の完全失

業率は 5.1％と前月に比べ 0.1 ポイント悪化しました。現在の経済状況は税収の確保におい

て大きなマイナス要因となっています。 
 歳出については、給付事業の増加による扶助費、医療費の増加による保険関連経費、公

共施設等の老朽化による施設修繕や備品の更新経費などの支出の増加が見込まれます。ま

た、普通建設事業においては、年度計画に基づいて実施をしているところですが、財源充

当が非常に厳しい状況にあるため、事業の見直しも含め優先順位の高いものから実施し、

限られた財源を有効に活用していかなければなりません。 
 
２．平成２３年度予算編成の基本方針 
 国の平成 23 年度予算は、経済成長や国民生活の質の向上を実現するためにムダづかいの

根絶の徹底や不要不急な事務事業の大胆な見直しにより新しい政策・効果の高い政策に重

点的に財源を配分する方向で進められています。 
 当町におきましても、行政運営をしていく上では非常に厳しい財政状況ではありますが、

『輝く長和町の生活圏の基礎づくり』を実現するために、人口増加への取り組み、子育て
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世代への支援、雇用促進、商工業及び農林業の振興に重点を置き、誰もが住みたくなるよ

うな長和町にしていくために、収支のバランスのとれた予算編成を行います。 
 
３．基本的な考え方 

１）協働の精神の基に「町の未来予想図」を描いた町長公約の具現化を推し進めること。 

 

２）財政の健全化に配慮 

  行財政運営については、財政の健全化を常に念頭において、町の財政状況を十分認

識し、財政指標等に配意した事務事業を構築する。 

  

３）実施計画掲載事業の予算化 

第１次長期総合計画に則り、実施計画（H22～H24 年度）、過疎計画（Ｈ22～27）に

掲載された事業の必要性、緊急性及び公平性を総合的、多角的に判断し、優先順位を

明確にし、取捨選択を行う。 

 

４）「長和町集中改革プラン」による行政改革を認識し、人件費、物件費、補助費等の

経常的経費の削減が図れるよう推進すること。 

 

５）まちづくり交付金事業へ計画されている事業へ予算配分する。 

 

６）住民との協働による町民参画の推進に努め、町民の声が町政に反映する仕組みづく

りなどの新たなまちづくり事業に優先配分を行う。 

 

７）物品調達の一元化（管財係） 

物品調達の一元化を促進することにより、経常経費の更なる削減を図る。 

基本的には、平成 22 年度と同様に学校及び保育園関係を除くすべての物品管理を

管財係で一括管理する方針である。 

 

８）収入を意識した事業編成 

  景気の混迷時に税収を中心とする一般財源収入の減少が予測されるため、国、県か

らの情報等をもとに、多様な財源確保を目指し、効果ある財源配分に心がける。 

 

９）結果を見据えた事業編成 

  事業（予算）計画に当たっては、費用対効果はもとより、将来にわたってより効果
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的な結果となるよう、事業担当係のみの判断だけでなく、関係部署及び関係機関と横

の連携を密にし、総体的な結果を見据えた事業を計画する。 

 

10）決算を意識した事業編成 

平成 21 年度の決算分析に努め、特に継続事業については、議会、監査委員の指摘

事項を検討し予算計上すること。 

また、毎年、全体として多額な不用額が生じていることを鑑み、平成 21 年度にお

いて、どのような理由で不用額が生じたかを分析し、適正な予算計上となるよう経費

の精査に努める。 

 

11）既存施設の活用による金をかけないサービスの提供 

  職員あるいは住民のアイデアにより、既存施設を生かした住民サービスの提供など、

お金のかからない英知にあふれる事業を推進する。 

 

 

４．平成 23年度予算編成の具体的方針 

 ①予算の手法 

１）基本方針として、各担当課係において前年度当初予算における一般財源額の 95.0％

（5％の削減）を上限とする。 

 

２）編成方針の内容を充分理解し、これに沿った予算を編成する。 

 

３）町の行財政状況を勘案し、将来像をよく斟酌したうえで、事業担当のエキスパー

トとして予算を編成すること。 

 

４）事業の目的により複数の課（係）にわたる事業が予想されるので、横の連携を強

化しつつ関係機関でよく協議し事業を構築すること。 

 

５）住民要望（地区要望）の検証を行い、住民の要望を妥当性、公平性及び緊急性を

熟慮し、必要であるものを一つ一つ叶えていくことが住民参加型行政の礎となるこ

とを胸に刻み、費用対効果にも十分配慮し、優先順位を定め事業を計画すること。 

     

６）平成 21年度決算審査での審査指摘事項の検証を行い、十分踏まえた予算とするこ

と。  
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７）予算編成に当たり、その必要性、緊急性及び優先性を再度検討し、余分な経費は

計上せず、過大積算は厳に慎むこと。 

また、計上された予算についても、なおその節減に努めること。 

 

８）事務事業全般について、予算成立後は迅速かつ計画的に、また事業内容（特に設計

内容、工事内容、委託内容等）を充分理解、把握しながら執行し、早期竣工に努める

こと。特に、特別な事由がない限り会計年度独立の原則に基づき繰越事業は慎むこと。

（年度ぎりぎりまでかかる事業についても竣工後の手続きがあることから 3月 31 日

期限ということのないように配慮すること。） 

 

９）工事にあたっては、事前に十分な計画及び設計等により発注することとし、真にや

むを得ない限り工事費の増減が生じないよう細心の注意を払うこと。なお、やむを得

ない理由にて増減が当初契約額より３割を超える場合は事前に財政係と協議すると

ともに理由書を必ず添付すること。 

 

②予算の具体策 

 １）当初予算編成に当たっては、事業量、補助率等を的確に把握し、積算根拠を明確

にするとともに積算誤りや要求漏れがないよう十分注意すること。 
 

２）年度途中の補正は、制度の改正を伴うもの及び災害関連経費等、真にやむを得な

いものについてのみ行うこととし、一般的な補正は行わないことを大前提とする。特

に場当たり的な補正は厳に慎むこと。 

 

３）業務上、一者随意契約とする場合においては、安易に従来どおり継続することな

く、予算計上前に見積書での確認、積算根拠の検証、他市町村の比較などを必ず行っ

たうえで、契約内容、金額について相手方と十分協議し、経費の節減に繋げ、予算に

反映させること。 

 

４）一部事務組合、外郭団体等への負担金、委託料などについては、担当課において

査定や問合せを行うなど十分協議のうえ精査し、負担内容を掌握するとともに、算出

根拠資料を提出する。特に指定管理者制度へ移行した施設等の改修等の取り扱いにつ

いては、事前に、必ず、財政係や管財係等に合議すること。 
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③特別会計 

特別会計においては、一般会計に準じて見積り、予算計上すること。 

特に、一般会計自体が非常に厳しい財政環境であることを踏まえ、一般会計からの経

費負担区分の適正な運用に努め、事業収入の増加、経営の合理化、徹底した経費の節減

を積極的に取り組み、独立採算を基本に負担金、使用料等のあり方も含め、健全経営に

努めること。 

また、一般会計からの繰入金については、積算根拠を必ず示すこと。 

  

５．平成 23年度予算編成の留意点 

①歳入に関する事項 

１）町税については、国の税制度改正の動向を踏まえ、できる限り確実な年間収入見

込額を計上し、さらに徴収率の目標設定を行い、目標達成のためにまい進するととも

に、より確実な方策を構築すること。 

さらに公平で公正な税を確保するためにも町税の滞納整理の強化に努め、収納額

（収納率）の向上を図ること。 

 

２）使用料・手数料については、社会経済情勢に留意しながら料率の見直しを検討す

るとともに、その適正化に努めること。また、町税同様、収納額の向上に最善を尽

くすこと。 

 

３）事業ごとの補助制度を熟知するとともに、国、県の施策の動向を常に注視しなが

ら、可能な限りの財源の確保に努めるとともに確実な額を計上する。 

 

４）諸収入については、前年度実績、決算等を踏まえ見込額を計上する。 

 

５）町債については、国の地方債計画・許可方針及び充当率を充分検討し、的確な見

込額を計上する。 

 

６）過大見積りを避け、不良財源を計上しないこと。 

 

７）広告事業等のアイデアによる新たな財源の創出を期待する。  

 

②歳出に関する事項 

１）旅費については、22年度同様の措置を継続するものとする。 
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また、委員会等視察研修旅費については目的を明確にすることはもとより、必要

最小限の経費を計上すること。慣例のみで行われているものについては廃止する。 

 

２）食糧費については、情報公開制度も踏まえ必要性の有無を再認識しながら、会議

等の時間に配慮し対前年マイナスとなるよう節減を図る。なお、竣工式、イベント

等を予定する場合は各課において別途積算し、必要最小限で計上する。 

 

３）加除書籍・図書購入等については必要最小限となるよう思い切った打ち切りや隔

年購入などを図ること。 

 

４）電話使用料等について、有線を有効に活用し節減を図る。私用電話はたとえわず

かな金額でも厳に慎むこと。 

 

５）委託料については、外部委託先や見積もり先からの一方的な算出によらないよう、

自ら内容及び金額を査定のうえ計上すること。また、内部で積算可能なものは、土

木積算システムなど既存システムやパソコンを有効に活用し、経費削減に努める。 

 

６）一般使用料、原材料、備品等については、特定なものを除き対前年マイナスとな

るよう引き続き節減を図ること。特にコピー使用について年々費用が増加しており、

回数加算であることを再認識し、Ａ４版で複数枚のときはＡ３版でまとめるなどサ

イズの選択等に配慮するとともに、枚数の多いものは輪転機の使用を優先させ、カ

ラーコピーについても色の数量が少ないものについては手塗りあるいは２色刷りと

するほか、私用のものや無駄な控えは絶対に取らないなど職員全員で節約実行に努

める。 

 

７）町単独補助金については、対象機関の活動内容や決算など根拠となる資料を提出

するとともに、対象機関に町の置かれている状況を十分説明し、その縮減を目指す

こと。 

 

６．予算編成方法 

 平成 23年度予算の編成方法は、前年度に引き続き、企画財政課による事前審査を実施し

ます。 

 

７．予算編成の主な日程（予定）について（一般会計・特別会計とも） 
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（1）要求する事務事業等の各課係段階の整理 

 

■電算システム当初予算要求書の提出 

    平成２３年 １月 ７日 金曜日（期限厳守） 

    （※期限ぎりぎりになると混雑が予想されるので、余裕を持って対応してください。） 

 

 ■上記期限までに「電算システムに入力」することにより、提出されたものとしま

す。…平成２３年１月８日以降は入力できなくなります。 

 ・その他の資料の提出は予算査定のときに提出してください。 

 

（2）企画財政課ヒアリング（査定及び調整） 

別途通知 ＜予定：平成 23年１月 18日～25日＞ 

 

（3）予算会議予定 必要に応じて開催予定（ヒアリング等の結果を踏まえ） 

 

（4）まとめ  ＜予定：平成 23年 1月 31日（月）＞ 

 

（5）理事者最終調整予定 平成 23年 2月 1日（火）～2月 3日（木） 

 

（6）電算システム最終調整入力予定 平成 23年 2月 10日（木） 

 

（7）予算書製本 平成 23年 2月 14日（月）～22日（火） 

 

（8）予算議案提出予定 平成 23年 2月 25日（金） 

 


